
主要施策名：（３）人権啓発の推進

基本目標(章) 主要施策(節) 施策区分
事務事業

コード
事務事業 所管課

631-1 隣保事業 人権啓発課

631-2 隣保館等施設整備事業 人権啓発課

631-3 人権啓発推進事業 人権啓発課

631-4 人権啓発活動地方委託事業 人権啓発課

631-5 人権問題対策推進事業 人権啓発課

事務事業本数：5

⑥公平で誇りの
持てる社会づくり

（３）人権啓発の
推進

（１）人権教育と人権
啓発活動の充実
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≪基本情報≫

□ □ ：

■

■ □

□ ■ □ □

□ □

■ □ 】 款 3 項 1 目 7 1

≪事務事業の目的≫

≪事務事業の概要≫
□ ■ □

【 【 【

□ □ ■ □ □ 】

■ □ □ □ □ 】

≪事務事業実施に係るコスト≫

50 ％

25 ％

事務事業の名称 隣保事業
所管課 人権啓発課

評価者（担当者） 齊藤　深雪

事務事業コード 631-1 実施 平成30年度(平成29年度実績)

事務ふりかえりシート

総合計画での位置付け

基本目標（章） ⑥公平で誇りの持てる社会づくり 　重点
　施策

主要施策（節） （３）人権啓発の推進
□ 該当施策区分 （１）人権教育と人権啓発活動の充実

金額 0 千円】

法令、県･市条例等【 隣保館条例、社会福祉法、地域改善事業費(隣保館運営費等)補助金交付要綱 】
実施の根拠

（複数回答可）

市長公約 新市建設計画【 年度予定

その他の計画【 玉名市人権教育・啓発計画 】 該当なし

事業区分
ソフト事業 義務的事業 建設・整備事業 施設の維持管理事業

内部管理事務 計画等の策定事務

事務事業の実施背景（ど
のような問題又はニーズが
あるのか）

国民的課題としての同和問題をはじめさまざまな人権課題の解決に資するため、各種の事業を行い地域住民の生
活の改善や人権意識の向上等を図らなければならず、課題の解決に向けて積極的に取り組んでいく必要がある。

対象
(誰、何に対して、受益者等）

市民、人権、伊倉隣保館

意図
（どのような状態にしたいか）

生活上の各種相談事業や人権課題の解決のための各種事業を総合的に行い、地域社会全体の中で地域交流事業
のサークル活動や講座等を通して福祉の向上、人権啓発の住民交流の拠点となる開かれたコミュニティーセンター
を目指す。

会計区分 一般会計 特別･企業会計【 細目

事業期間
単年度のみ 単年度繰返し 期間限定複数年度

年度】 H17 年度から】 年度～ 年度まで】

その他【

実施方法 直営 全部委託・請負 一部委託・請負 補助金等交付 その他【

事業主体 国 県 市 民間

H29年度決算 H30年度予算

事務事業の具体的内容

伊倉隣保館において、同和問題をはじめとした様々な人権相談や生活
上の相談窓口として開設。
隣保館での主催講座・自主講座等を開催し、住民交流を促進。
人権啓発として「隣保館だより」の発刊。  隣保館の円滑な運営を図る
ため設置された隣保館運営審議委員会の年３回の開催。

⇒

事務事業を構成する細事業（　5　）本

① 相談事業

② 地域交流促進事業

③ 人権啓発広報事業

0 0 0 0 0

全体計画

投
入
コ
ス
ト

事
業
費

(

千
円

)

国庫支出金 3,835 3,730 3,730 3,820 0

県支出金 1,918 1,865 1,865 1,910 0

起債

H27年度決算 H28年度決算

0

その他 0 0 0 0 0

受益者負担 0 0 0 0

0

小　　　　計 10,099 10,047 9,302 10,820 0

一般財源 4,346 4,452 3,707 5,090

人
件
費

職
員
の

職員人工数 0.16 0.16 0.16 0.16

職員の年間平均給与額（千円） 5,871 5,925 5,925 5,925

小　　　　計 939

[再掲]臨時・非常勤職員人件費（千円） 5,799 5,863 5,524 5,527

948 948 948

合　　　　　計 11,038 10,995 10,250 11,768

【1】

【2】

【3】

【4】

【5】

【7】

【8】

【9】

【10】

【11】
【12】

【14】

【13】

【18】

【6】

【12】

【15】

【16】

【18】
【17】



≪事務事業の手段と活動指標≫

①

②

③

≪コスト評価による年度比較≫

)

≪事務事業の成果≫

≪事務事業の評価≫

□

□

□

□

□

□

□

□

■

■

□

□

□

□

■

■

□

□

□

□

□

□

□ ・受益者負担がある ⇒ □ ・金額が妥当 □ ・金額が高すぎる、または安すぎる ％】

□ ・受益者負担が無い ⇒ □ ・設定できる □ ・設定できない理由（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））

≪前回からのふりかえり結果と今後の方向性≫

□ ■ □

□ □

■評価責任者記入欄■

H28実績 H29実績 H30計画

相談事業 来館・訪問等による受付 相談件数 件 44 27 18 20

事務事業を構成する細事業 手段（細事業の具体的内容） 活動指標 単位 H27実績

580 505 510

人権啓発広報事業 「隣保館だより」の発刊 発行回数 回 12 3 4 4

地域交流促進事業 講座等の実施 講座実施回数 回 625

11,768

対象１単位あたりのコスト（千円） 0 0 0 0

H30年度予算

対象（ 市民 68060 67577 67242 66850

H27年度決算 H28年度決算 H29年度決算

投入コスト合計（千円） 11,038 10,995 10,250

86.59% （↓）

成果指標（意図の数値化） 計算方法又は説明 単位
H27目標 H28目標 H29目標 H30目標

H27実績 H28実績 H29実績

コ
ス
ト
評
価 コスト評価（対前年比） *** 99.68% （↓） 106.74% （↑）

　－ 6100 6600

5778 5981 6541
1 隣保館利用者延べ人数

地域交流の場としての拠点活動利用
者数

人
　　－

2

＊成果未達成時の理由

評価の視点 評価結果

妥
当
性

・市が実施するよう法令で義務づけられている 妥当性評価

・法令で義務づけられてないが、実施しなければ大半の市民の日常生活に支障をきたす a  高い
b やや高い
c やや低い
d  低い

・市が事業へ関与する必要が薄れている

・対象者は限定的であるが社会的弱者等を対象としている

・利用者、対象者の減少など、市民ニーズの低下傾向がみられる

・現在の市を取り巻く環境からも目的・意図する成果は妥当である
b

・事業開始当初の目的から変化してきている

・厳しい財政状況の中、実施する緊急性が認められない

効
率
性

・コスト評価の対前年度比は、前年度と比較して改善している 効率性評価

・直近２年で、コスト削減の努力・または検討はしているが、下がる余地は小さい a  高い
b やや高い
c やや低い
d  低い

・民間など、他の実施主体を活用し、成果を維持したまま事業費等の削減が可能である

・電子化等の事務改善、契約や人員の見直し、市の負担（補助）割合を下げること等により、コスト削減の余地がある

・サービスを維持するためこれ以外、他に手段が見当たらない
a

・現在の手段は過剰なサービスのため、改善の余地がある

公
平
性

・負担率【 0.00

前回のふりかえりに対して
見直し・改善状況

玉名市公共施設長期整備計画に基づいて、関係課で協議を進め、住民の説明等行った。今後は平成31年伊倉児童センター
との集約複合化に向け、関係課で詳細について協議していく。

有
効
性

・成果指標を設定している 有効性評価

・成果指標の目標値を達成した a  高い
b やや高い
c やや低い
d  低い

・現在の事業を継続しても成果の向上は期待できない

・手段を工夫することで、さらに成果を向上させることができる

・法定事務であり成果は求めにくい

・事業について積極的にHPや広報等で情報提供している
b

・事業には地域住民、NPO、ボランティア団体等が参画している

・国/県/民間が行っている事業と重複、または、他の部等に類似・重複した事務事業があるため、事業内容を見直す余地がある

評価責任者（課長）の所見
地域交流の拠点として定着しており、近年、児童・学生の利用が増加している。今後も一人暮らし世帯
に対する訪問活動等の事業も継続して行う必要がある。

評価責任者

平川裕一

A
執行方法の改善 休止・廃止

今後の方向性に対する
見直し・改善の具体的内容

今後は平成31年伊倉児童センターとの集約複合化に向け、関係課で詳細について協議していく。隣保館主催講座は、男の料
理教室等行ったことで、利用率増に繋がった、今後も市民のニーズの合う講座また、要望等の多い講座を開催していく。

今後の方向性
拡充して継続 現状のまま継続 縮小して継続

総合判定

【19】【20】【21】【22】【23】【24】【25】【26】【27】【28】【29】
【18】

【20】

【２６】

【２５】

【２７】

【19】

【２１】

【２２】

【２３】

【２４】



≪基本情報≫

□ □ ：

■

■ □

□ □ ■ □

□ □

■ □ 】 款 3 項 1 目 7 2

≪事務事業の目的≫

≪事務事業の概要≫
□ □ ■

【 【 【

□ □ ■ □ □ 】

■ □ □ □ □ 】

≪事務事業実施に係るコスト≫

50 ％

25 ％

95

事務事業の名称 隣保館等施設整備事業
所管課 人権啓発課

評価者（担当者） 齊藤　深雪

事務事業コード 631-2 実施 平成30年度(平成29年度実績)

事務ふりかえりシート

総合計画での位置付け

基本目標（章） ⑥公平で誇りの持てる社会づくり 　重点
　施策

主要施策（節） （３）人権啓発の推進
□ 該当施策区分 （１）人権教育と人権啓発活動の充実

金額 0 千円】

法令、県･市条例等【 人権教育及び人権啓発の推進に関する法律 】
実施の根拠

（複数回答可）

市長公約 新市建設計画【 年度予定

その他の計画【 玉名市公共施設等総合管理計画、玉名市公共施設長期整備計画 】 該当なし

事業区分
ソフト事業 義務的事業 建設・整備事業 施設の維持管理事業

内部管理事務 計画等の策定事務

事務事業の実施背景（ど
のような問題又はニーズが
あるのか）

隣保館は、人権啓発や地域福祉による地域の連帯感を醸成する住民交流の場として、市民に広く利用されている。近年の利用者数は9000人前後と伸び悩みの状態、部屋別
としては会議室を利用したサークル活動が最も多くなっている。一方で施設は、昭和55年度に建設された旧耐震の建築物で築36年が経過し、少子高齢化による利用者減、利
用者ニーズにマッチした部屋の配置・大きさなど諸問題(子育て支援・高齢者の健康)に対し、不適応な施設となっている。

対象
(誰、何に対して、受益者等）

市民、伊倉隣保館、伊倉児童センター

意図
（どのような状態にしたいか）

現在の生活形態に対応した、子どもから高齢者までの幅広い世代間の交流を重点に、利便性の向上や高機能化を
図るため、周辺にある児童センターの機能を統合し、拡張・耐震化を合わせて、施設をリニューアルする。また、地域
のニーズにあった人権啓発の発信拠点として、運営のあり方等を検討し実施したい。

会計区分 一般会計 特別･企業会計【 細目

事業期間
単年度のみ 単年度繰返し 期間限定複数年度

年度】 年度から】 H29 年度～ H32 年度まで】

その他【

実施方法 直営 全部委託・請負 一部委託・請負 補助金等交付 その他【

事業主体 国 県 市 民間

H29年度決算 H30年度予算

事務事業の具体的内容

公共施設長期整備計画等に基づく大規模改修を実施するとともに、こ
の周辺に位置する伊倉児童センターを集約した複合施設を整備する。
【集約対象施設】
　・伊倉隣保館（人権啓発課）　昭和56年築　RC構造　A＝594㎡
　・伊倉児童センター（子育て支援課）　昭和59年築　RC構造　A=297㎡

⇒

事務事業を構成する細事業（　1　）本

① 隣保館等整備事業

②

③

0 0 0 0 132,300

全体計画

投
入
コ
ス
ト

事
業
費

(

千
円

)

国庫支出金 0 0 0 0 61,000

県支出金 0 0 0 0 30,500

起債

H27年度決算 H28年度決算

0

その他 0 0 0 0 0

受益者負担 0 0 0 0

16,288

小　　　　計 0 0 6,397 9,891 240,088

一般財源 0 0 6,397 9,891

人
件
費

職
員
の

職員人工数 0.00 0.00 0.17 0.15

職員の年間平均給与額（千円） 5,871 5,925 5,925 5,925

小　　　　計 0

[再掲]臨時・非常勤職員人件費（千円） 0 0 327 327

0 1,007 889

合　　　　　計 0 0 7,404 10,780

【1】

【2】

【3】

【4】

【5】

【7】

【8】

【9】

【10】

【11】
【12】

【14】

【13】

【18】

【6】

【12】

【15】

【16】

【18】
【17】



≪事務事業の手段と活動指標≫

①

②

③

≪コスト評価による年度比較≫

)

≪事務事業の成果≫

≪事務事業の評価≫

□

□

□

□

□

□

□

□

□

■

□

□

□

□

■

■

□

□

□

□

□

□

□ ・受益者負担がある ⇒ □ ・金額が妥当 □ ・金額が高すぎる、または安すぎる ％】

□ ・受益者負担が無い ⇒ □ ・設定できる □ ・設定できない理由（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））

≪前回からのふりかえり結果と今後の方向性≫

□ ■ □

□ □

■評価責任者記入欄■

H28実績 H29実績 H30計画

隣保館等整備事業
公共施設長期整備計画に基づいて、大規模改
修し、周辺に位置する伊倉児童センターを集約
した複合施設を整備する

隣保館運営審議会 回 *** *** 3 2

事務事業を構成する細事業 手段（細事業の具体的内容） 活動指標 単位 H27実績

10,780

対象１単位あたりのコスト（千円） 0 0 0 0

H30年度予算

対象（ 市民 68060 67577 67242 66850

H27年度決算 H28年度決算 H29年度決算

投入コスト合計（千円） 0 0 7,404

68.28% （↓）

成果指標（意図の数値化） 計算方法又は説明 単位
H27目標 H28目標 H29目標 H30目標

H27実績 H28実績 H29実績

コ
ス
ト
評
価 コスト評価（対前年比） *** 0.00% （－） 0.00% （－）

*** 33 66

*** *** 33
1

公共施設長期整備計画に基づく、進捗状
況

平成29年度は基本設計　　　平成30年度は実施設計
平成31年度は建設開始 ％

***

2

＊成果未達成時の理由

評価の視点 評価結果

妥
当
性

・市が実施するよう法令で義務づけられている 妥当性評価

・法令で義務づけられてないが、実施しなければ大半の市民の日常生活に支障をきたす a  高い
b やや高い
c やや低い
d  低い

・市が事業へ関与する必要が薄れている

・対象者は限定的であるが社会的弱者等を対象としている

・利用者、対象者の減少など、市民ニーズの低下傾向がみられる

・現在の市を取り巻く環境からも目的・意図する成果は妥当である
b

・事業開始当初の目的から変化してきている

・厳しい財政状況の中、実施する緊急性が認められない

効
率
性

・コスト評価の対前年度比は、前年度と比較して改善している 効率性評価

・直近２年で、コスト削減の努力・または検討はしているが、下がる余地は小さい a  高い
b やや高い
c やや低い
d  低い

・民間など、他の実施主体を活用し、成果を維持したまま事業費等の削減が可能である

・電子化等の事務改善、契約や人員の見直し、市の負担（補助）割合を下げること等により、コスト削減の余地がある

・サービスを維持するためこれ以外、他に手段が見当たらない
b

・現在の手段は過剰なサービスのため、改善の余地がある

公
平
性

・負担率【 0.00

前回のふりかえりに対して
見直し・改善状況

平成29年度開始事務事業の為、前回のふりかえりはなし。

有
効
性

・成果指標を設定している 有効性評価

・成果指標の目標値を達成した a  高い
b やや高い
c やや低い
d  低い

・現在の事業を継続しても成果の向上は期待できない

・手段を工夫することで、さらに成果を向上させることができる

・法定事務であり成果は求めにくい

・事業について積極的にHPや広報等で情報提供している
b

・事業には地域住民、NPO、ボランティア団体等が参画している

・国/県/民間が行っている事業と重複、または、他の部等に類似・重複した事務事業があるため、事業内容を見直す余地がある

評価責任者（課長）の所見
公共施設長期整備計画等に基づき、施設内の未活用スペースを幅広い世代が切れ間なく活用できる
ように改修し、隣保事業を今以上に活性化させることで、人権意識の向上を図る必要がある。

評価責任者

平川　裕一

A
執行方法の改善 休止・廃止

今後の方向性に対する
見直し・改善の具体的内容

玉名市公共施設長期整備計画に基づいて、伊倉児童センターとの集約に向けて、建設費等に関して、できる限り補助金等活
用できるものには申請を行っていく。

今後の方向性
拡充して継続 現状のまま継続 縮小して継続

総合判定

【19】【20】【21】【22】【23】【24】【25】【26】【27】【28】【29】
【18】

【20】

【２６】

【２５】

【２７】

【19】

【２１】

【２２】

【２３】

【２４】



≪基本情報≫

□ □ ：

■

■ □

■ □ □ □

□ □

■ □ 】 款 3 項 1 目 8 1

≪事務事業の目的≫

≪事務事業の概要≫
□ ■ □

【 【 【

□ □ ■ □ □ 】

■ □ □ □ □ 】

≪事務事業実施に係るコスト≫

％

％

事務事業の名称 人権啓発推進事業
所管課 人権啓発課

評価者（担当者） 齊藤　深雪

事務事業コード 631-3 実施 平成30年度(平成29年度実績)

事務ふりかえりシート

総合計画での位置付け

基本目標（章） ⑥公平で誇りの持てる社会づくり 　重点
　施策

主要施策（節） （３）人権啓発の推進
□ 該当施策区分 （１）人権教育と人権啓発活動の充実

金額 0 千円】

法令、県･市条例等【 人権教育及び人権啓発の推進に関する法律 】
実施の根拠

（複数回答可）

市長公約 新市建設計画【 年度予定

その他の計画【 玉名市人権教育・啓発基本計画 】 該当なし

事業区分
ソフト事業 義務的事業 建設・整備事業 施設の維持管理事業

内部管理事務 計画等の策定事務

事務事業の実施背景（ど
のような問題又はニーズが
あるのか）

偏見や差別など普遍的な人権課題があり、市民の人権意識の向上等を図り、人権問題解決につなげていく必要が
ある。

対象
(誰、何に対して、受益者等）

市民、人権

意図
（どのような状態にしたいか）

人権に関するさまざまな課題解決のために研究し、効率的で効果的な人権啓発活動を実施することで、市民の偏見
や差別をなくし、人権を守り、市民がお互いに思いやる社会を目指す。

会計区分 一般会計 特別･企業会計【 細目

事業期間
単年度のみ 単年度繰返し 期間限定複数年度

年度】 H17 年度から】 年度～ 年度まで】

その他【

実施方法 直営 全部委託・請負 一部委託・請負 補助金等交付 その他【

事業主体 国 県 市 民間

H29年度決算 H30年度予算

事務事業の具体的内容

・人権尊重社会を目指すため市内主要箇所で街頭啓発を実施。
・同和問題をはじめあらゆる人権問題をなくすための施策を計画に沿って推進し、職員のスキ
ルアップも図る。
・県内の市町村で組織する協議会でさまざまな人権課題を取り組み、解決へ導くための情報の
収集や研修を行う。
・人権教育啓発推進センターやその他情報誌から得た人権に関わる情報を収集する。
・あらゆる差別をなくすための調査審議するとともに、人権教育・啓発基本計画の見直し等につ
いても審議する。
・玉名市人権教育・啓発基本計画（改定版）の策定。

⇒

事務事業を構成する細事業（　6　）本

① 人権街頭啓発事業

② 人権教育・啓発推進研修事業

③ 熊本県市町村人権啓発推進連絡協議会事業

0 0 0 0 0

全体計画

投
入
コ
ス
ト

事
業
費

(

千
円

)

国庫支出金 0 0 0 0 0

県支出金 0 0 0 0 0

起債

H27年度決算 H28年度決算

0

その他 0 0 0 0 0

受益者負担 0 0 0 0

0

小　　　　計 1,035 2,024 3,489 920 0

一般財源 1,035 2,024 3,489 920

人
件
費

職
員
の

職員人工数 0.18 0.40 0.45 0.45

職員の年間平均給与額（千円） 5,871 5,925 5,925 5,925

小　　　　計 1,057

[再掲]臨時・非常勤職員人件費（千円） 0 139 0 0

2,370 2,666 2,666

合　　　　　計 2,092 4,394 6,155 3,586

【1】

【2】

【3】

【4】

【5】

【7】

【8】

【9】

【10】

【11】
【12】

【14】

【13】

【18】

【6】

【12】

【15】

【16】

【18】
【17】



≪事務事業の手段と活動指標≫

①

②

③

≪コスト評価による年度比較≫

)

≪事務事業の成果≫

≪事務事業の評価≫

■

□

□

□

□

□

□

□

□

■

□

□

□

□

■

■

□

□

□

□

□

□

□ ・受益者負担がある ⇒ □ ・金額が妥当 □ ・金額が高すぎる、または安すぎる ％】

■ ・受益者負担が無い ⇒ □ ・設定できる ■ ・設定できない理由（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））

≪前回からのふりかえり結果と今後の方向性≫

□ □ □

■ □

■評価責任者記入欄■

H28実績 H29実績 H30計画

人権街頭啓発事業 街頭で人権啓発活動を実施 実施箇所 回 4 5 6 6

事務事業を構成する細事業 手段（細事業の具体的内容） 活動指標 単位 H27実績

17 18 18

熊本県市町村人権啓発推
進連絡協議会事業

協議会主催の会議や研修に参
加

研修等参加回数 回 8 5 6 6

人権教育・啓発推進研修
事業

関係団体が主催する研修等へ
参加する

研修等参加回数 箇所 14

3,586

対象１単位あたりのコスト（千円） 0 0 0 0

H30年度予算

対象（ 市民 68060 67577 67242 66850

H27年度決算 H28年度決算 H29年度決算

投入コスト合計（千円） 2,092 4,394 6,155

170.66% （↑）

成果指標（意図の数値化） 計算方法又は説明 単位
H27目標 H28目標 H29目標 H30目標

H27実績 H28実績 H29実績

コ
ス
ト
評
価 コスト評価（対前年比） *** 47.28% （↓） 71.03% （↓）

― 20 　26

29 20 23
1 人権研修会等参加人数

研修会等に参加した市職員の延べ人
数

人
―

500 500 550

480 530 550
2 市内街頭啓発者数 街頭啓発でチラシ等を受け取った人数 人

500

＊成果未達成時の理由

評価の視点 評価結果

妥
当
性

・市が実施するよう法令で義務づけられている 妥当性評価

・法令で義務づけられてないが、実施しなければ大半の市民の日常生活に支障をきたす a  高い
b やや高い
c やや低い
d  低い

・市が事業へ関与する必要が薄れている

・対象者は限定的であるが社会的弱者等を対象としている

・利用者、対象者の減少など、市民ニーズの低下傾向がみられる

・現在の市を取り巻く環境からも目的・意図する成果は妥当である
b

・事業開始当初の目的から変化してきている

・厳しい財政状況の中、実施する緊急性が認められない

効
率
性

・コスト評価の対前年度比は、前年度と比較して改善している 効率性評価

・直近２年で、コスト削減の努力・または検討はしているが、下がる余地は小さい a  高い
b やや高い
c やや低い
d  低い

・民間など、他の実施主体を活用し、成果を維持したまま事業費等の削減が可能である

・電子化等の事務改善、契約や人員の見直し、市の負担（補助）割合を下げること等により、コスト削減の余地がある

・サービスを維持するためこれ以外、他に手段が見当たらない
b

・現在の手段は過剰なサービスのため、改善の余地がある

公
平
性

・負担率【 0.00

市が行う事業の為

前回のふりかえりに対して
見直し・改善状況

特になし。

有
効
性

・成果指標を設定している 有効性評価

・成果指標の目標値を達成した a  高い
b やや高い
c やや低い
d  低い

・現在の事業を継続しても成果の向上は期待できない

・手段を工夫することで、さらに成果を向上させることができる

・法定事務であり成果は求めにくい

・事業について積極的にHPや広報等で情報提供している
b

・事業には地域住民、NPO、ボランティア団体等が参画している

・国/県/民間が行っている事業と重複、または、他の部等に類似・重複した事務事業があるため、事業内容を見直す余地がある

評価責任者（課長）の所見
多様化する人権問題に対して市民が関心を持ち、意識の向上を図るために、適正に、より効果的に、
情報の収集・発信を行っていく必要がある。

評価責任者

平川裕一

A
執行方法の改善 休止・廃止

今後の方向性に対する
見直し・改善の具体的内容

人権啓発については、法務省かや県から提供される人権にかかわる情報や、研修会等で得た情報を、玉名市ホームページや
広報紙に掲載し、一人でも多くの方の人権に対する意識の向上に努める。併せて第2次玉名市人権教育・啓発基本計画を基
に、庁内研修を行い職員に対する啓発にも努める。

今後の方向性
拡充して継続 現状のまま継続 縮小して継続

総合判定

【19】【20】【21】【22】【23】【24】【25】【26】【27】【28】【29】
【18】

【20】

【２６】

【２５】

【２７】

【19】

【２１】

【２２】

【２３】

【２４】



≪基本情報≫

□ □ ：

□

■ □

■ □ □ □

□ □

■ □ 】 款 3 項 1 目 8 2

≪事務事業の目的≫

≪事務事業の概要≫
□ ■ □

【 【 【

□ □ ■ □ ■ 】

■ □ □ □ □ 】

≪事務事業実施に係るコスト≫

100 ％

％

事務事業の名称 人権啓発活動地方委託事業
所管課 人権啓発課

評価者（担当者） 齊藤　深雪

事務事業コード 631-4 実施 平成30年度(平成29年度実績)

事務ふりかえりシート

総合計画での位置付け

基本目標（章） ⑥公平で誇りの持てる社会づくり 　重点
　施策

主要施策（節） （３）人権啓発の推進
□ 該当施策区分 （１）人権教育と人権啓発活動の充実

金額 0 千円】

法令、県･市条例等【 】
実施の根拠

（複数回答可）

市長公約 新市建設計画【 年度予定

その他の計画【 人権教育・啓発に関する基本計画、市人権教育・啓発基本計画 】 該当なし

事業区分
ソフト事業 義務的事業 建設・整備事業 施設の維持管理事業

内部管理事務 計画等の策定事務

事務事業の実施背景（ど
のような問題又はニーズが
あるのか）

人権意識の高揚を子どものころから育成し、人権に対する正しい認識と理解を深める必要がある。

対象
(誰、何に対して、受益者等）

児童及び保護者、教職員、地域住民、人権

意図
（どのような状態にしたいか）

子どもたちに花を育てることを通じて、命の大切さや思いやりの心を育てさせ、人権意識の高揚を図る。

会計区分 一般会計 特別･企業会計【 細目

事業期間
単年度のみ 単年度繰返し 期間限定複数年度

年度】 H17 年度から】 年度～ 年度まで】

その他【 人権擁護委員

実施方法 直営 全部委託・請負 一部委託・請負 補助金等交付 その他【

事業主体 国 県 市 民間

H29年度決算 H30年度予算

事務事業の具体的内容

「人権の花」運動を通して児童が「命の大切さ」や「思いやりの心」を育
んむことで、人権意識の高揚の醸成を図る。
児童らに花の種を伝達し、1年を通じて花を育て、できた新しい種を人
権メッセージとともに風船につけて飛ばすイベントを市内の小学校で開
催。

⇒

事務事業を構成する細事業（　1　）本

① 「人権の花」運動実施事業

②

③

0 0 0 0 0

全体計画

投
入
コ
ス
ト

事
業
費

(

千
円

)

国庫支出金 246 111 101 113 0

県支出金 0 0 0 0 0

起債

H27年度決算 H28年度決算

0

その他 0 0 0 0 0

受益者負担 0 0 0 0

0

小　　　　計 246 248 211 235 0

一般財源 0 137 110 122

人
件
費

職
員
の

職員人工数 0.21 0.21 0.25 0.25

職員の年間平均給与額（千円） 5,871 5,925 5,925 5,925

小　　　　計 1,233

[再掲]臨時・非常勤職員人件費（千円） 0 0 0 0

1,244 1,481 1,481

合　　　　　計 1,479 1,492 1,692 1,716

【1】

【2】

【3】

【4】

【5】

【7】

【8】

【9】

【10】

【11】
【12】

【14】

【13】

【18】

【6】

【12】

【15】

【16】

【18】
【17】



≪事務事業の手段と活動指標≫

①

②

③

≪コスト評価による年度比較≫

)

≪事務事業の成果≫

≪事務事業の評価≫

□

□

□

□

□

■

□

□

□

■

□

□

■

□

■

■

□

□

□

■

■

□

□ ・受益者負担がある ⇒ □ ・金額が妥当 □ ・金額が高すぎる、または安すぎる ％】

■ ・受益者負担が無い ⇒ □ ・設定できる ■ ・設定できない理由（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））

≪前回からのふりかえり結果と今後の方向性≫

□ ■ □

□ □

■評価責任者記入欄■

H28実績 H29実績 H30計画

「人権の花」運動実施事業
児童が花を種から育てる事を通し
て、人権意識の高揚を図る

実施学校数 校 1 1 1 1

事務事業を構成する細事業 手段（細事業の具体的内容） 活動指標 単位 H27実績

1,716

対象１単位あたりのコスト（千円） 2 2 8 10

H30年度予算

対象（ 児童及び保護者、教職員、地域住民、人権 660 700 220 180

H27年度決算 H28年度決算 H29年度決算

投入コスト合計（千円） 1,479 1,492 1,692

80.67% （↓）

成果指標（意図の数値化） 計算方法又は説明 単位
H27目標 H28目標 H29目標 H30目標

H27実績 H28実績 H29実績

コ
ス
ト
評
価 コスト評価（対前年比） *** 105.14% （↑） 27.71% （↓）

― 188 　128

660 700 220
1 「人権の花」運動参加者数 人権の花運動参加者数 人

―

2

＊成果未達成時の理由

評価の視点 評価結果

妥
当
性

・市が実施するよう法令で義務づけられている 妥当性評価

・法令で義務づけられてないが、実施しなければ大半の市民の日常生活に支障をきたす a  高い
b やや高い
c やや低い
d  低い

・市が事業へ関与する必要が薄れている

・対象者は限定的であるが社会的弱者等を対象としている

・利用者、対象者の減少など、市民ニーズの低下傾向がみられる

・現在の市を取り巻く環境からも目的・意図する成果は妥当である
b

・事業開始当初の目的から変化してきている

・厳しい財政状況の中、実施する緊急性が認められない

効
率
性

・コスト評価の対前年度比は、前年度と比較して改善している 効率性評価

・直近２年で、コスト削減の努力・または検討はしているが、下がる余地は小さい a  高い
b やや高い
c やや低い
d  低い

・民間など、他の実施主体を活用し、成果を維持したまま事業費等の削減が可能である

・電子化等の事務改善、契約や人員の見直し、市の負担（補助）割合を下げること等により、コスト削減の余地がある

・サービスを維持するためこれ以外、他に手段が見当たらない
a

・現在の手段は過剰なサービスのため、改善の余地がある

公
平
性

・負担率【 0.00

受益者負担はなじまない

前回のふりかえりに対して
見直し・改善状況

特になし。

有
効
性

・成果指標を設定している 有効性評価

・成果指標の目標値を達成した a  高い
b やや高い
c やや低い
d  低い

・現在の事業を継続しても成果の向上は期待できない

・手段を工夫することで、さらに成果を向上させることができる

・法定事務であり成果は求めにくい

・事業について積極的にHPや広報等で情報提供している
a

・事業には地域住民、NPO、ボランティア団体等が参画している

・国/県/民間が行っている事業と重複、または、他の部等に類似・重複した事務事業があるため、事業内容を見直す余地がある

評価責任者（課長）の所見
幼少のころから命の大切さや他人に対する思いやりの心を育むことが、将来的な人権意識の高揚に繋
がる。未実施校は確実に実施する必要がある。

評価責任者

平川裕一

A
執行方法の改善 休止・廃止

今後の方向性に対する
見直し・改善の具体的内容

学校教育を通して、人権意識の高揚を図る有効的事業である。事業終了後においても各小学校独自のやり方で継続している
点からも、事業効果がみられる。すべての小学校での実施が平成31年度において終了するので、平成32年度からは、やり方
を見直す予定である。

今後の方向性
拡充して継続 現状のまま継続 縮小して継続

総合判定
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≪基本情報≫

□ □ ：

■

■ □

■ □ □ □

□ □

■ □ 】 款 3 項 1 目 8 3

≪事務事業の目的≫

≪事務事業の概要≫
□ ■ □

【 【 【

□ □ ■ □ □ 】

■ □ □ ■ □ 】

≪事務事業実施に係るコスト≫

％

％

事務事業の名称 人権問題対策推進事業
所管課 人権啓発課

評価者（担当者） 齊藤　深雪

事務事業コード 631-5 実施 平成30年度(平成29年度実績)

事務ふりかえりシート

総合計画での位置付け

基本目標（章） ⑥公平で誇りの持てる社会づくり 　重点
　施策

主要施策（節） （３）人権啓発の推進
□ 該当施策区分 （１）人権教育と人権啓発活動の充実

金額 0 千円】

法令、県･市条例等【 人権教育及び人権啓発の推進に関する法律、いじめ防止対策推進法 】
実施の根拠

（複数回答可）

市長公約 新市建設計画【 年度予定

その他の計画【 人権教育・啓発に関する基本計画、市人権教育・啓発基本計画 】 該当なし

事業区分
ソフト事業 義務的事業 建設・整備事業 施設の維持管理事業

内部管理事務 計画等の策定事務

事務事業の実施背景（ど
のような問題又はニーズが
あるのか）

多様化する社会情勢の中で、さまざまな人権に関する偏見や差別が発生しているため解決する必要がある。

対象
(誰、何に対して、受益者等）

市民、人権

意図
（どのような状態にしたいか）

人権課題に対する市民からの相談に対応し、個別による人権課題の解決を図る。

会計区分 一般会計 特別･企業会計【 細目

事業期間
単年度のみ 単年度繰返し 期間限定複数年度

年度】 H17 年度から】 年度～ 年度まで】

その他【

実施方法 直営 全部委託・請負 一部委託・請負 補助金等交付 その他【

事業主体 国 県 市 民間

H29年度決算 H30年度予算

事務事業の具体的内容

・人権問題に関する相談に対し、法務局や人権擁護委員、各種団体等
と協議し問題を解決する。
・広域組織の玉名人権擁護委員協議会に補助金を交付し、相談体制を
充実させ問題を解決する。
・人権擁護委員を法務局へ推薦し、人権問題の対応を充実する。
・管理組合に補助金を交付し本堂山墓地公園を管理する。
・調査委員会を設置し、学校内でのいじめ問題の調査結果を再調査す
る。

⇒

事務事業を構成する細事業（　5　）本

① 人権相談事業

② 玉名人権擁護委員協議会補助事業

③ 人権擁護委員推薦事務

0 0 0 0 0

全体計画

投
入
コ
ス
ト

事
業
費

(

千
円

)

国庫支出金 0 0 0 0 0

県支出金 0 0 0 0 0

起債

H27年度決算 H28年度決算

0

その他 0 0 0 0 0

受益者負担 0 0 0 0

0

小　　　　計 433 430 429 607 0

一般財源 433 430 429 607

人
件
費

職
員
の

職員人工数 0.08 0.08 0.08 0.08

職員の年間平均給与額（千円） 5,871 5,925 5,925 5,925

小　　　　計 470

[再掲]臨時・非常勤職員人件費（千円） 0 0 0 0

474 474 474

合　　　　　計 903 904 903 1,081

【1】

【2】

【3】

【4】

【5】

【7】
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【18】
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≪事務事業の手段と活動指標≫

①

②

③

≪コスト評価による年度比較≫

)

≪事務事業の成果≫

≪事務事業の評価≫

■

□

□

■

□

■

□

□

□

■

□

□

□

□

■

■

□

□

□

□

□

□

□ ・受益者負担がある ⇒ □ ・金額が妥当 □ ・金額が高すぎる、または安すぎる ％】

■ ・受益者負担が無い ⇒ □ ・設定できる ■ ・設定できない理由（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））

≪前回からのふりかえり結果と今後の方向性≫

□ ■ □

□ □

■評価責任者記入欄■

H28実績 H29実績 H30計画

人権相談事業
人権に関する相談会を開催し
問題を解決する

相談開催会場数 箇所 12 12 12 12

事務事業を構成する細事業 手段（細事業の具体的内容） 活動指標 単位 H27実績

1 1 1

人権擁護委員推薦事務
人権擁護委員を法務省へ推薦
する

年度推薦人員 人 4 5 5 4

玉名人権擁護委員協議会
補助事業

人権問題を解決するために協議会
に補助金を交付する

補助金交付件数 件 1

1,081

対象１単位あたりのコスト（千円） 0 0 0 0

H30年度予算

対象（ 市民 68060 67577 67242 66850

H27年度決算 H28年度決算 H29年度決算

投入コスト合計（千円） 903 904 903

83.06% （↓）

成果指標（意図の数値化） 計算方法又は説明 単位
H27目標 H28目標 H29目標 H30目標

H27実績 H28実績 H29実績

コ
ス
ト
評
価 コスト評価（対前年比） *** 99.18% （↓） 99.63% （↓）

100 100 100

100 100 100
1 相談助言率 相談件数に占める助言数の割合 %

100

100 100 100

150 150 150
2 人権擁護委員充足率

人口規模から見た委員数（10人）に占める
年度当初の委員数の割合

%
100

＊成果未達成時の理由

評価の視点 評価結果

妥
当
性

・市が実施するよう法令で義務づけられている 妥当性評価

・法令で義務づけられてないが、実施しなければ大半の市民の日常生活に支障をきたす a  高い
b やや高い
c やや低い
d  低い

・市が事業へ関与する必要が薄れている

・対象者は限定的であるが社会的弱者等を対象としている

・利用者、対象者の減少など、市民ニーズの低下傾向がみられる

・現在の市を取り巻く環境からも目的・意図する成果は妥当である
a

・事業開始当初の目的から変化してきている

・厳しい財政状況の中、実施する緊急性が認められない

効
率
性

・コスト評価の対前年度比は、前年度と比較して改善している 効率性評価

・直近２年で、コスト削減の努力・または検討はしているが、下がる余地は小さい a  高い
b やや高い
c やや低い
d  低い

・民間など、他の実施主体を活用し、成果を維持したまま事業費等の削減が可能である

・電子化等の事務改善、契約や人員の見直し、市の負担（補助）割合を下げること等により、コスト削減の余地がある

・サービスを維持するためこれ以外、他に手段が見当たらない
b

・現在の手段は過剰なサービスのため、改善の余地がある

公
平
性

・負担率【 0.00

受益者負担はなじまない

前回のふりかえりに対して
見直し・改善状況

特になし。

有
効
性

・成果指標を設定している 有効性評価

・成果指標の目標値を達成した a  高い
b やや高い
c やや低い
d  低い

・現在の事業を継続しても成果の向上は期待できない

・手段を工夫することで、さらに成果を向上させることができる

・法定事務であり成果は求めにくい

・事業について積極的にHPや広報等で情報提供している
b

・事業には地域住民、NPO、ボランティア団体等が参画している

・国/県/民間が行っている事業と重複、または、他の部等に類似・重複した事務事業があるため、事業内容を見直す余地がある

評価責任者（課長）の所見
相談者の立場や意向に十分配慮し、関係者・関係機関と密に連携しながら、人権問題を解決に導くよう
に努める必要がある。

評価責任者

平川裕一

A
執行方法の改善 休止・廃止

今後の方向性に対する
見直し・改善の具体的内容

部落差別解消推進法の施行に伴い、さらなる相談体制の充実や相談広報の実施、相談員の研修等の充実を図りながら、法
務局や県等の機関と連携を継続していく。

今後の方向性
拡充して継続 現状のまま継続 縮小して継続

総合判定
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